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県指定重要文化財（建造物）

満ま
ん

照し
ょ
う

寺じ

不ふ

動ど
う

堂ど
う

（
黒く
ろ
田だ

不ふ

動ど
う
堂ど
う
）　　
　

一
棟

指　

定　

昭
和
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
田
人
町
黒
田
字
別
当

所
有
者　

満
照
寺

江
戸
時
代

床
面
積　

三
九
・
一
九
㎡

満
照
寺
不
動
堂
は
総そ
う

欅け
や
き

造つ
く

り
の
一
面
の
長
さ
六
・
二
六
ｍ
の
三さ
ん

間け
ん

四し

面め
ん

堂ど
う

で
、
四
周
の
廻
縁
で
造
ら
れ
て
い
る
。
屋
根
は
単
層
の
宝ほ
う

形ぎ
ょ
う

造づ
く

り

で
茅
葺
き
、
基き

壇だ
ん

の
上
に
建
つ
。

周
囲
の
柱
は
粽ち
ま
き

付
き
の
円
柱
一
二
本
が
立
て
ら
れ
、
軸
組
は
地
覆
、

腰
貫
、
内う
ち

法の
り

貫ぬ
き

、
頭か
し
ら

貫ぬ
き

に
台
輪
が
回
さ
れ
、
木
鼻
も
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

斗と

栱き
ょ
う

は
出
組
、
拳こ
ぶ
し

鼻ば
な

付
き
、
中な
か

備ぞ
な
え

は
中
の
間
に
動
物
の
彫
刻
の
あ
る

蟇か
え
る

股ま
た

で
、
両
脇
の
間
に
は
蓑み
の

束づ
か

が
配
さ
れ
、
化
粧
垂
木
は
二ふ
た

軒の
き

繁し
げ

垂だ
る

木き

（
背
返
し
）で
、
軒
の
出
も
大
き
い
。
正
面
中
央
に
は
観
音
開
き
の
、
動
物

な
ど
浮
彫
り
の
あ
る
桟
唐
戸
、
左
右
脇
の
間
に
格
子
付
花か

頭と
う

窓ま
ど

が
設
け
ら

れ
、
両
脇
側
面
の
中
の
間
に
板
引
違
戸
を
付
け
、
そ
の
外
は
す
べ
て
竪た
て

板い
た

壁
で
、
内
部
の
床
は
板
張
り
で
あ
る
。
頭
貫
、
台
輪
、
小
壁
、
斗
栱
、
丸が

桁ぎ
ょ
う

に
は
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
が
剥
落
が
目
立
つ
。

内
部
は
奥
一
間
通
り
を
内
陣
と
し
て
、
中
央
に
方
一
間ま

の
厨ず

子し

を
造
り

つ
け
、
身も

舎や

中
央
に
護
摩
座
を
置
く
。
二
本
の
来ら
い

迎ご
う

柱は
し
ら

を
建
て
虹こ
う

梁り
ょ
う

を

架
け
渡
し
、
斗
栱
は
二に

手て

先さ
き

組ぐ
み

と
出
組
で
受
け
る
。
竜
と
唐
獅
子
の
掛
鼻

が
付
け
て
あ
る
。
来
迎
柱
に
は
金
箔
を
押
し
、
斗
栱
、
長な
げ

押し

、
虹
梁
、
台

輪
な
ど
全
部
に
胡ご

粉ふ
ん

下
地
の
彩
色
が
施
さ
れ
華
麗
を
極
め
て
い
る
。
内
陣

に
は
、
右
手
に
利り

剣け
ん

、
左
手
に
索さ
く

を
把は

持じ

し
、
火か

焔え
ん

光こ
う

背は
い

を
負
い
、
瑟し
つ

瑟し
つ

座ざ

に
坐
し
た
本
尊
不
動
明
王
坐
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

天
井
は
中
央
が
鏡
天
井
、
四
周
は
格ご
う

天て
ん

井じ
ょ
う

と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に

飛
天
や
丸
竜
等
の
彩
色
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。

地
元
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
記
録
に
よ
る
と
、
大
聖
寺
別
当
不
動
堂
と
し

て
元
禄
十
四
年（
一
七
〇
一
）に
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

元
禄
期
の
華
や
か
な
建
築
様
式
が
覗
え
る
三
間
四
面
堂
で
あ
る
。
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県指定重要文化財（建造物）

住す
み

吉よ
し

神じ
ん

社じ
ゃ

本ほ
ん

殿で
ん　
　
　

一
棟

（
附
）　

棟
札
木
簡
八
枚

指　

定　

昭
和
三
十
三
年
八
月
一
日

所
在
地　

い
わ
き
市
小
名
浜
住
吉
字
住
吉

所
有
者　

住
吉
神
社

江
戸
時
代
・
寛
永
十
八
年（
一
六
四
一
）

三
間
社
流
造
り

住
吉
神
社
は
市
内
に
鎮
座
す
る
延え
ん

喜ぎ

式し
き

内
七
社
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
拝
殿
と
幣
殿
は
近
年
の
造
営
で
あ
る
が
、
本
殿
は
江
戸
初
期
の

桃
山
建
築
の
遺
構
を
伝
え
て
い
る
。
三
間
社
流
造
り
、屋
根
は
銅
板
葺
き
、

棟
は
箱
棟
で
千
木
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
三
面
に
廻
縁
を
巡
ら
し
脇
障
子

や
組
高
欄
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。
斗と

栱き
ょ
う

は
平ひ
ら

三み
つ

斗ど

、
連つ
れ

三み
つ

戸ど

、
出で

三み
つ

斗ど

と
多
様
で
あ
り
、
入
側
に
は
海え

老び

虹こ
う

梁り
ょ
う

が
架
け
渡
さ
れ
て
い
る
。
妻
飾

り
は
二
重
虹
梁
、
大た
い

瓶へ
い

束づ
か

、
三
ツ
花
、
鏑か
ぶ
ら

懸け

魚ぎ
ょ

を
つ
け
、
鰭ひ
れ

ま
で
付
加

さ
れ
て
い
る
。
正
面
中
央
一
間
に
は
金
具
を
打
ち
付
け
た
板
唐
戸
が
あ

り
、
左
右
の
間
軸
組
三
面
欄
間
、
脇
障
子
や
胴
嵌
め
板
に
は
、
元
文
五
年

（
一
七
四
〇
）に
後
補
さ
れ
た
四
天
王
、花
、瑞
獣
等
の
彫
刻
が
は
め
こ
ま
れ
、

向
拝
、
各
円
柱
、
大
瓶
束
等
に
も
後
補
の
唐
獅
子
、
象
鼻
等
の
掛
鼻
や
手た

鋏ば
さ
み

等
が
付
加
さ
れ
彩
色
も
施
さ
れ
て
華
麗
を
極
め
て
い
る
。
棟
札
、
木

簡
の
墨ぼ
く

書し
ょ

銘め
い

に
よ
る
と
、
寛
永
十
八
年（
一
六
四
一
）内
藤
政
興
が
社
殿
を

再
建
し
棟
梁
田
口
吉
左
衛
門
、木
田
与
兵
衛
等
が
建
築
に
関
与
し
て
い
る
。

建
築
様
式
は
、
三
間
社
流
造
り
折せ
っ

衷ち
ゅ
う

様よ
う

式し
き

で
あ
る
。
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県指定重要文化財（建造物）

高こ
う

蔵ぞ
う

寺じ

三さ
ん

重
じ
ゅ
う
の

塔と
う　
　
　

一
棟

指　

定　

昭
和
五
十
六
年
三
月
三
十
一
日

所
在
地　

い
わ
き
市
高
倉
町
鶴
巻

所
有
者　

高
蔵
寺

江
戸
時
代
・
安
永
三
年（
一
七
七
四
）

高
蔵
寺
観
音
堂
は
、
寺
伝
に
よ
る
と
大
同
二
年（
八
〇
七
）徳
一
に
よ
っ

て
開
か
れ
、
以
後
観
音
霊
場
と
し
て
栄
え
た
。
応
永
年
中（
一
三
九
四
～

一
四
二
七
）に
堂
塔
の
改
修
が
行
わ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
幕
府
よ
り
朱
印

三
〇
石
を
拝
領
し
て
い
る
。
地
元
の
長
子
村
で
作
ら
れ
た
相そ
う

輪り
ん

の
伏ふ
く

鉢ば
ち

に

刻
銘
さ
れ
て
い
る
銘
文
か
ら
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）に
建
立
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

塔
は
三
間
四
面
の
三
重
塔
姿
で
、
屋
根
は
柿こ
け
ら

葺ぶ

き
で
あ
っ
た
が
、
現

在
は
銅
板
葺
き
に
修
理
さ
れ
て
い
る
。
初
重
の
四
周
に
は
擬ぎ

宝ぼ

珠し

高こ
う

欄ら
ん

を
付
し
た
縁（
後
補
）が
あ
る
が
、
二
重
、
三
重
に
は
高
欄
が
な
い
。
対
辺

四
〇
㎝
の
八
角
形
の
心
柱
と
、
各
層
と
も
十
二
本
の
円
柱
を
建
て
、
切き
り

目め

長な
げ

押し

・
腰
貫
・
台
輪
を
回
し
、
斗と

栱き
ょ
う

は
尾お

垂だ
る

木き

付つ
き

折せ
っ

衷ち
ゅ
う

様よ
う

三み

手て

先さ
き

組ぐ
み

で

中な
か

備ぞ
な
え

は
な
い
。
軒
は
二ふ
た

軒の
き

繁し
げ

垂だ
る

木き
（
拮はね
木ぎ
無
し
）、
初
重
正
面
中
央
に
は
両

開
き
の
桟
唐
戸
、
左
右
脇
の
間
に
雲
版
様
の
花か

頭と
う

窓ま
ど

、
両
脇
面
側
の
中
の

間
に
引
違
戸
を
付
け
、
そ
の
外
は
す
べ
て
板
壁
で
、
床
は
板
敷
き
で
あ
る
。

内
部
に
は
観
音
堂
か
ら
移
し
た
比
較
的
大
き
な
厨ず

子し

が
あ
り
、
心
柱
は

初
重
の
本
梁
で
受
け
て
い
る
。
四
天
柱
と
天
井
は
な
く
、
厨
子
の
中
に
は

木
造
徳
一
大
師
坐
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

相
輪
は
露ろ

盤ば
ん

、
伏ふ
く

鉢ば
ち

、
受
花
と
宝ほ
う

輪り
ん

が
大
き
く
、
そ
の
上
に
蓮れ
ん

弁べ
ん

と
火か

焔え
ん

宝ほ
う

珠じ
ゅ

を
お
く
。

高
蔵
寺
三
重
塔
に
比
肩
す
べ
き
塔
は
、
県
内
に
は
東
和
町
の
隠
津
島
神

社
三
重
塔（
県
指
定
）と
、
会
津
高
田
町
の
法
用
寺
三
重
塔（
県
指
定
）の
二
棟

が
存
在
す
る
が
、
浜
通
り
に
お
い
て
は
江
戸
時
代
唯
一
の
も
の
で
、
建
築

様
式
は
当
時
の
折
衷
様
を
主
体
と
し
た
地
方
色
を
表
現
し
て
い
る
貴
重
な

建
造
物
で
あ
る
。



37

県指定重要文化財（建造物）

旧
き
ゅ
う

樋ひ

口ぐ
ち

家け

住
じ
ゅ
う

宅た
く　
　
　

一
棟

指　

定　

平
成
十
九
年
四
月
六
日

所
在
地　

い
わ
き
市
鹿
島
町
下
矢
田
字
散
野

（
い
わ
き
市
暮
ら
し
の
伝
承
郷
内
）

所
有
者　

い
わ
き
市

江
戸
時
代
後
期

桁
行　

一
二
・
七
二
ｍ
、
梁
間　

七
・
八
七
ｍ

床
面
積　

一
〇
〇
・
二
五
㎡

こ
の
住
宅
は
、
も
と
は
遠
野
町
入
遠
野
字
中
野
地
内
に
あ
っ
て
、
当
地

方
特
産
の
磐
城
延
紙
の
生
産
を
し
て
い
た
兼
業
農
家
だ
っ
た
樋
口
家
が
昭

和
六
十
一
年
ま
で
暮
ら
し
て
い
た
。

創
建
年
代
は
、
棟
札
等
の
資
料
が
無
く
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
樋
口
家

の
口
伝
な
ど
か
ら
十
九
世
紀
前
半
と
推
定
さ
れ
る
。

当
時
、
棚
倉
藩
領
だ
っ
た
こ
の
地
方
の
製
紙
産
業
は
有
名
で
あ
っ
た
。

天
明
八
年（
一
七
八
八
）幕
府
の
巡
検
使
に
随
行
し
た
古
川
古
松
軒
の
記
録

の
中
に
「
こ
の
辺
の
民
家
少
し
宜
し
」
と
書
か
れ
た
所
の
民
家
で
あ
ろ
う
。

土
間
に
は
竈か
ま

と
楮こ
う
ぞ

竈が
ま

が
あ
り
竈
柱
が
建
つ
。
板
張
り
の
中
の
間
と
勝

手
、
そ
し
て
上
座
敷
と
奥
座
敷
と
、
直す
ご

屋や

平ひ
ら

入い

り
三
間
取
り
の
当
時
の
農

家
の
典
型
的
平
面
形
で
、
主
体
部
の
変
格
は
少
な
く
創
建
時
の
部
材
が
多

く
残
っ
て
い
る
。
規
模
が
小
さ
い
に
も
関
わ
ら
ず
大
き
な
改
造
が
少
な
か

っ
た
の
は
、
住
居
と
し
て
の
完
成
度
が
高
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
創
建
時
に
お
け
る
こ
の
地
方
の
兼
業
農
家
の
生
活
様
式

を
知
る
上
で
貴
重
な
民
家
で
あ
る
。
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県指定重要文化財（絵画）

絹け
ん

本ぽ
ん

著ち
ゃ
く

色し
ょ
く

塙は
な
わ保ほ

己き

一い
ち

像ぞ
う　
　
　

一
幅

指　

定　

昭
和
三
十
年
二
月
四
日

所
在
地　

い
わ
き
市
勿
来
町
窪
田
西
殿
町

所
有
者　

個
人

江
戸
時
代
・
文
政
四
年（
一
八
二
一
）

総
縦　

一
七
二
・
七
㎝
、
総
横　

五
五
・
七
㎝

塙
保
己
一
は
江
戸
中
期
の
国
学
者
で
、
本
姓
荻
野
氏
、
の
ち
師
匠
・
須

賀
一
の
姓
を
名
乗
り
塙
氏
と
称
し
た
。
延
享
三
年（
一
七
四
六
）武
蔵
国
児

玉
郡
保
木
野
村（
埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
保
木
野
）に
生
ま
れ
、
通
称
寅
之
助
、

七
歳
で
失
明
し
、
十
二
歳
で
母
を
失
っ
た
。
江
戸
へ
出
て
雨
宮
検
校
須
賀

一
の
門
人
と
な
っ
た
が
、音
曲
・
針
治
に
は
意
を
用
い
ず
文
学
に
専
念
し
、

山
岡
明
阿
や
賀
茂
真
淵
な
ど
に
師
事
し
た
。
後
、
幕
府
の
許
し
を
得
て
和

学
講
談
所
を
興
し
、
多
く
の
門
下
生
を
教
授
し
、
屋
代
弘
賢
・
中
山
信
名

な
ど
の
碩せ
き

学が
く

を
出
し
た
。『
皇
親
譜
略
』『
花
吹
松
』『
蛍
蠅
抄
』
等
の
著

が
あ
り
、
古
書
の
校
正
刊
行
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
古
書
の
散
逸
を
防

ぐ
た
め
『
群
書
類
従
』
六
三
五
巻
の
刊
行
を
全
う
し
た
が
、『
続
群
書
類
従
』

は
資
料
の
収
集
の
み
で
刊
行
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。文
政
四
年（
一
八
二
一
）

二
月
総
検
校
と
な
っ
た
が
、
同
年
九
月
十
二
日
七
六
歳
で
没
し
た
。
法
号

は
和
学
院
心
眼
明
光
居
士
、
正
四
位
を
贈
ら
れ
た
。

本
図
は
中
回
し
金き
ん

襴ら
ん

、
天
地
緞ど
ん

子す

仕
立
で
あ
る
。
画
像
は
頭
巾
を
か
ぶ

り
、
中ち
ゅ
う

啓け
い

を
持
っ
た
総
検け
ん

校ぎ
ょ
う

の
正
装
を
斜
向
に
描
い
た
も
の
で
、
温
雅

な
大
学
者
の
風
貌
が
良
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
画
面
の
右
下
に
は
「
住
吉

内
記
」「
藤
原
広
定
」
の
方
印
が
あ
る
の
で
、
住
吉
広
貫
の
筆
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
広
貫
は
土
佐
派
の
画
家
で
、
初
名
は
広
定（
弘
定
）・
内
記

と
も
称
し
た
。
古
土
佐
の
風
を
慕
い
手
腕
を
ふ
る
っ
た
幕
末
の
絵
師
で
、

土
佐
派
近
来
の
妙
手
と
賞
さ
れ
た
。
文
久
三
年（
一
八
六
三
）七
一
歳
で
没

し
た
。

保
己
一
の
総
検
校
就
任
は
文
政
四
年
二
月
で
、九
月
に
は
没
し
た
た
め
、

こ
の
間
の
作
品
と
思
わ
れ
る
。
時
に
住
吉
広
貫
二
九
歳
で
あ
っ
た
。
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県指定重要文化財（彫刻）

木も
く

造ぞ
う

釈し
ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

坐ざ

像ぞ
う　
　
　

一
躯

指　

定　

昭
和
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
四
ツ
波
字
石
森

所
有
者　

忠
教
寺

鎌
倉
時
代（
十
三
世
紀
）

像
高　

五
七
㎝

磐
城
山
忠
教
寺
は
、
寺
伝
に
よ
る
と
徳
一
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
寺
で
、

現
在
は
臨
済
宗
の
寺
で
あ
る
。

釈
迦
は
仏
教
の
開
祖
で
、「
釈し
ゃ

迦か

牟む

尼に

」
ま
た
は
「
釈し
ゃ
く

尊そ
ん

」
と
称
し
、

仏ぶ
っ

陀だ

・
世せ

尊そ
ん

・
如
来
等
の
尊
称
が
あ
る
。
釈
迦
は
イ
ン
ド
北
方
の
小
国
カ

ビ
ラ
城
に
て
、
父
・
浄じ
ょ
う

飯ば
ん

王の
う

、
母
・
摩ま

耶や

婦ぶ

人に
ん

の
太
子
と
し
て
生
ま
れ

た
が
、
生
後
七
日
に
し
て
母ぼ

后こ
う

に
死
別
し
た
。
幼
名
を
悉し
っ

達た
る

多た

と
称
し
、

学
術
武
技
を
修
め
た
が
、内
省
的
で
長
ず
る
に
従
っ
て
瞑
想
的
に
な
っ
た
。

十
九
歳
の
時
結
婚
し
て
一
子
を
も
う
け
た
が
、
人
生
の
無
情
や
苦
に
対
す

る
省
察
は
い
よ
い
よ
深
く
、
解
脱
の
道
を
求
め
て
出
家
し
た
。
苦
行
林
で

六
年
、
仏ぶ
つ

陀だ

迦か

耶や
ー

の
菩
提
樹
下
に
静
座
し
て
内
観
に
つ
と
め
た
。
そ
の
時

多
く
の
魔
の
妨
害
を
退
け
、
解
脱
の
明
智
を
内
証
し
て
仏
陀
と
な
っ
た
。

そ
の
明
智
は
一
切
の
存
在
を
相
依
相
待
の
縁
起
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
こ
の
根
本
原
理
の
上
に
如
実
に
観
察

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
の
ち
入
滅
に
至
る
ま
で
、
万
人
の
強
化
に
専

心
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
釈
迦
如
来
坐
像
は
、
木
造
寄
木
造
り
の
漆し
っ

箔ぱ
く

像ぞ
う

で
あ
る
。
お
顔
は

額
に
白び
ゃ
く

毫ご
う

が
あ
り
、
眼
は
玉ぎ
ょ
く

眼が
ん

で
端た
ん

厳げ
ん

の
相
を
示
し
て
い
る
。
通つ
う

肩け
ん

の

衲の
う

衣え

は
写
実
的
で
あ
る
。
手
印
や
面
部
、
胸
な
ど
肉
身
部
は
後
世
の
修
補

で
、
一
部
に
削
り
直
し
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
が
、
鎌
倉

時
代
の
制
作
と
思
わ
れ
る
。

元
禄
元
年（
一
六
八
八
）に
、
磐
城
平
藩
主
・
内
藤
義
孝
が
寄
進
し
た
も

の
で
あ
る
。
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県指定重要文化財（彫刻）

木も
く

造ぞ
う

釈し
ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

坐ざ

像ぞ
う

及お
よ

び
阿あ

難な
ん

尊そ
ん

者じ
ゃ

立り
ゅ
う

像ぞ
う

・
迦か

葉し
ょ
う

尊そ
ん

者じ
ゃ

立り
ゅ
う

像ぞ
う　
　
　

三
躯

指　

定　

昭
和
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
山
田
町
蔵
ノ
内

所
有
者　

楞
厳
寺

南
北
朝
時
代（
十
四
世
紀
）

中
尊
像
高　

八
四
・
八
㎝
、
脇
侍
各
像
高　

九
四
㎝

釈
迦
如
来
は
普ふ

賢げ
ん

菩ぼ

薩さ
つ

と
文
殊
菩
薩
を
脇わ
き

侍じ

と
す
る
場
合
と
、
本
像
の

よ
う
に
迦
葉
と
阿
難
の
二
尊
を
脇
侍
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

迦
葉
尊
者
は
摩ま

詞か

迦か

葉し
ょ
う

尊そ
ん

者じ
ゃ

と
も
呼
ば
れ
、
頭ず

陀だ

第だ
い

一い
ち

で
、
樹
神
に

祈
っ
て
得
た
子
で
あ
る
。
は
じ
め
婆ば

羅ら

門も
ん

の
学
士
と
し
て
そ
の
真
髄
を
極

め
た
が
、
釈
迦
の
説
法
を
聞
い
て
道
を
改
め
、
仏
門
に
入
り
、
そ
の
深
奥

を
極
め
て
釈
迦
十
大
弟
子
の
随
一
と
称
さ
れ
る
に
至
っ
た
。釈
迦
の
没
後
、

仏
門
の
長
者
に
押
さ
れ
、阿
難
尊
者
と
と
も
に
仏
教
の
教
典
を
編
集
し
た
。

阿
難
尊
者
は
釈
迦
の
従
弟
で
、
生せ
い

来ら
い

怜れ
い

悧り

、
博は
く

学が
く

強き
ょ
う

記き

で
あ
っ
た
。

後
年
釈
迦
に
つ
い
て
仏
門
に
入
り
、
釈
迦
五
五
歳
の
時
よ
り
二
〇
余
年
間

侍
者
と
な
り
、
東
西
の
化け

導ど
う

に
随
行
し
た
。
後
に
釈
迦
十
大
弟
子
に
数
え

ら
れ
、
迦
葉
尊
者
に
つ
い
で
仏
門
の
長
者
に
押
さ
れ
た
と
い
う
。

中
尊
は
木
造
寄
木
造
り
、
漆し
っ

箔ぱ
く

の
坐
像
で
玉ぎ
ょ
く

眼が
ん

入
り
、
施せ

無む

畏い

印い
ん

を

結
ん
で
い
る
。
衲の
う

衣え

は
首
か
ら
両
肩
に
さ
が
る
通つ
う

肩け
ん

で
あ
る
。
白び
ゃ
く

毫ご
う

・

肉に
っ

髻け
い

が
あ
り
、
切
付
の
螺ら

髪ほ
つ

は
頭
に
比
す
れ
ば
大
粒
だ
が
刻
み
が
浅
い
。

顔
・
胸
・
手
等
に
は
後
世
修
理
の
金
箔
が
残
っ
て
い
る
。
光
背
・
台
座
は

江
戸
時
代
の
補
作
と
思
わ
れ
る
。

阿
難
尊
者
立
像
は
、
金
剛
合
掌
で
壮
年
の
僧
形
で
、
迦
葉
尊
者
立
像
は

目
縛
印
掌
で
腰
を
少
し
か
が
め
た
老
僧
の
姿
に
造
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ

も
玉
眼
入
り
彩
色
の
像
で
、
円
光
背
と
台
座
は
江
戸
時
代
の
補
作
と
思
わ

れ
る
。

本
像
の
制
作
期
に
つ
い
て
は
、
衲
衣
の
処
理
に
保
福
寺
の
薬
師
如
来
坐

像（
県
指
定
）や
、
惣
善
寺
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像（
県
指
定
）と
相
通
ず
る
も
の

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
北
朝
時
代
の
作
と
思
わ
れ
る
。
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県指定重要文化財（彫刻）

木も
く

造ぞ
う

金こ
ん

剛ご
う

夜や

叉し
ゃ

明み
ょ
う

王お
う

立り
ゅ
う

像ぞ
う　
　
　

一
躯

指　

定　

昭
和
三
十
一
年
九
月
四
日

所
在
地　

い
わ
き
市
勿
来
町
酒
井
出
蔵

所
有
者　

蔵
皇
神
社

鎌
倉
時
代（
十
四
世
紀
）

像
高　

八
七
㎝

蔵ざ

皇お
う

神じ
ん

社じ
ゃ

の
創
建
は
、
大
同
二
年（
八
○
七
）に
大
和
国
金き
ん

峯ぶ

山せ
ん

か
ら
菊

田
郡
犬
養
山
に
蔵
王
大
権
現
を
奉ほ
う

遷せ
ん

し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
正
嘉
二
年

（
一
二
五
八
）の
火
災
に
よ
っ
て
社
殿
そ
の
他
が
焼
失
し
た
た
め
、
現
在
の

地
に
遷
座
し
た
と
い
う
。
ま
た
当
社
は
、
蔵
王
社
・
蔵
王
堂
と
も
称
し
、

出
蔵
寺
境
内
の
堂
宇
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
の
際

に
蔵
皇
神
社
と
な
っ
た
。

本
像
は
岩
座
に
立
ち
、
御
尊
顔
は
三
面
で
忿ふ
ん

怒ぬ

の
形
相
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
。
眼
は
彫
眼
で
、
髪
は
怒
っ
て
逆
立
つ
さ
ま
を
た
た
き
出
し
の
手
法

で
一
気
に
彫
り
あ
げ
て
い
る
。
衣え

文も
ん

の
刻
み
は
流
暢
を
欠
き
、
粗
雑
な
感

じ
は
免
れ
な
い
。
後
頭
部
や
肩
の
後
の
部
分
は
荒
削
り
で
、
鉈な
た

彫ぼ

り
を
思

わ
せ
る
。
右
手
は
腕
の
一
部
を
残
し
て
い
る
が
、
左
手
は
肩
の
付
け
根
か

ら
欠
け
、
足
も
先
が
欠
け
顔
に
も
損
傷
が
あ
る
。
髪
の
一
部
に
朱
彩
、
眼

や
歯
の
凹
部
に
白
彩
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
初
は
彩
色
の
像
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
像
は
三
面
で
は
あ
る
が
六
臂
で
も
五
目
で
も
な
く
、
頭
上
に
馬
王
の

髻も
と
ど
り

も
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
三
面
の
蔵
王
権
現
像
で
、
金
剛
夜
叉
明

王
と
し
た
の
は
誤
り
で
あ
る
。

ま
た
本
像
の
制
作
期
は
、
裳も

裾す
そ

の
衣
文
や
様
式
か
ら
み
る
と
、
文
保
二

年（
一
三
一
八
）の
長
谷
寺（
常
磐
上
湯
長
谷
町
）の
十
一
面
観
音
立
像（
県
指
定
）

や
、
原
町
市
泉
竜
寺
の
十
一
面
観
音
立
像（
県
指
定
）に
通
ず
る
も
の
が
あ

り
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
作
と
思
わ
れ
る
。
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県指定重要文化財（彫刻）

木も
く

造ぞ
う

薬や
く

師し

如に
ょ

来ら
い

及お
よ

び
両り
ょ
う

脇わ
き

侍じ

像ぞ
う　
　
　

三
躯

天て
ん

部ぶ

立り
ゅ
う

像ぞ
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
躯

指　

定　

昭
和
三
十
六
年
三
月
二
十
二
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
上
高
久
字
作
ノ
入

所
有
者　

浄
日
寺

平
安
時
代（
十
二
世
紀
）

薬
師
如
来
像
高　

七
五
㎝

脇
侍
像
高　

八
八
～
九
〇
㎝

天
部
像
高　

八
九
㎝

こ
の
薬
師
如
来
像
は
、
明
治
初
期
に
廃
寺
に
な
っ
た
薬
王
寺
末
寺
の
日

光
山
自
性
院
光
山
寺（
真
言
宗
智
山
派
）の
薬
師
堂
に
祀
ら
れ
て
い
た
。
同

寺
は
、
日
光
権
現（
現
在
の
日
光
神
社
）の
別
当
で
あ
っ
た
。
江
戸
中
期
の
記

録
に
よ
る
と
薬
師
堂
は
三
間
四
面
で
、
一
間
四
方
の
拝
殿
が
あ
っ
た
。

薬
師
如
来
は
寄
木
造
り
の
坐
像
で
、
肉に
っ

髻け
い

が
大
き
く
豊
か
な
顔
、
衣え

文も
ん

の
流
れ
る
よ
う
な
ひ
だ
は
彫
り
が
浅
く
、よ
く
藤
原
様
式
を
伝
え
て
い
る
。

膝
裏
に
「
奉
修
福　

文
和
二
癸
己　

六
月
一
日　

仏
子
孫
四
郎　

絵
師
覚

山
」
等
の
墨ぼ
く

書し
ょ

銘め
い

が
あ
る
。
文ぶ
ん

和な

二
年（
一
三
五
三
）は
、
南
北
朝
時
代
の

動
乱
期
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
修
福
」
は
「
修
覆
」
の
意
と
思
わ
れ
る
。

脇わ
き

侍じ

の
日
光
・
月
光
は
同
じ
く
寄
木
造
り
の
小
形
像
で
、
一
木
造
り
の

面
影
を
の
こ
し
て
い
る
。

二
天
部
の
一
つ
は
頭
部
を
欠
く
が
、
持
国
天
と
多
聞
天
と
思
わ
れ
る
。

五
躯
と
も
損
傷
が
多
く
、
光
背
・
台
座
・
侍じ

物も
つ

を
失
っ
て
い
る
が
、
白
水

阿
弥
陀
堂
の
諸
仏
と
共
通
点
が
み
ら
れ
、
貴
重
な
遺
品
で
あ
る
。
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県指定重要文化財（彫刻）

木も
く

造ぞ
う

十じ
ゅ
う

一い
ち

面め
ん

観か
ん

音の
ん

立り
ゅ
う

像ぞ
う　
　
　

一
躯

指　

定　

昭
和
三
十
六
年
三
月
二
十
二
日

所
在
地　

い
わ
き
市
常
磐
上
湯
長
谷
町
堀
ノ
内

所
有
者　

長
谷
寺

鎌
倉
時
代
・
文
保
二
年（
一
三
一
八
）

像
高　

一
七
二
㎝

本
像
は
長
谷
式
十
一
面
観
音
像
で
、
寄
木
造
り
の
彫
眼
、
足
は
さ
し
足

で
、
材
質
は
カ
ヤ
材
を
用
い
る
。
口
唇
に
朱
を
、
鼻
下
の
ひ
げ
と
肩
に
か

か
る
垂す
い

髪は
つ

は
墨
で
描
い
た
、
い
わ
ゆ
る
檀
像
彫
刻
で
あ
る
。
寄
木
の
手
法

は
両
肩
、
腕
、
及
び
背
面
を
合
せ
、
頭
部
も
耳
の
前
で
前
後
に
張
り
合
わ

せ
、
内う
ち

刳ぐ

り
を
施
し
さ
し
首
に
な
っ
て
い
る
。
宝ほ
う

冠か
ん

は
三
方
に
二
重
の
菊

花
が
刻
ま
れ
、
十
面
の
化け

仏ぶ
つ

は
当
時
の
ま
ま
で
あ
る
。
腕
は
豊
満
で
丸
み

を
帯
び
、
上じ
ょ
う

膊は
く

部ぶ

に
腕わ
ん

釧せ
ん

を
彫
り
だ
し
、
肩
か
ら
腰
の
衣え

文も
ん

、
腰
か
ら

下
の
裳も

は
ゆ
る
く
反
転
し
て
彫
り
が
深
い
。
天て
ん

衣ね

は
仏
体
と
同
木
で
あ
る

が
、
接
合
部
に
破
損
が
み
ら
れ
る
。
彫
刀
の
冴
え
は
見
事
で
、
鎌
倉
末
期

の
特
色
で
あ
る
写
実
的
表
現
に
優
れ
て
い
る
。

像
の
胎
内
・
足
先
の
裏
面
に
六
七
三
字
の
墨ぼ
く

書し
ょ

銘め
い

が
あ
り
、
そ
の
一
部

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
奥
州
東
海
道
岩
崎
郡
長
谷
村
観
音
堂
徳
一
大
師
建
立
所
也
」「
文
保
弐

年
戌

午
二
月
十
日
奉
造
立
始
、
同
戌

午
三
月
十
七
日
大
願
畢
」「
造
立
檀
那
滝

山
千
日
大
峯
一
僧
祇
行
人
大
阿
闍
梨
頼
賢
慶
南
房　

仏
師
大
輔
法
橋
能

慶
」「
祖
父
隆
泰　

隆
時　

隆
綱　

泰
久　

祖
父
永
真
祖
母
明
連
比
丘
尼
」

こ
れ
ら
長
文
の
墨
書
銘
に
よ
り
、
長
谷
村
観
音
堂
は
徳
一
大
師
の
創
建

で
、
仏
像
の
造
立
は
文
保
二
年（
一
三
一
八
）、
檀だ
ん

那な

は
大
峯
山
で
千
日
修

行
を
し
た
頼
賢
慶
南
房
で
、
仏
師
は
能
慶
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
、
岩
崎
氏
と
僧
が
造
立
に
関
与
し
た
こ
と
が
明
確
に
な
り
、
岩
崎
氏
系

図
の
欠
が
補
わ
れ
、
造
立
の
年
代
、
檀
那
、
結
縁
衆
、
作
者
が
判
明
し
た
。

こ
れ
程
墨
書
銘
の
多
い
類
例
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、
仏
教
文
化
と
歴
史
的

資
料
の
両
面
か
ら
極
め
て
高
い
評
価
を
う
け
て
い
る
。
近
年
、
光
背
・
岩

座
・
錫し
ゃ
く

杖じ
ょ
う

が
補
わ
れ
像
容
を
一
新
し
た
。
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県指定重要文化財（彫刻）

木も
く

造ぞ
う

観か
ん

音の
ん

菩ぼ

薩さ
つ

半は
ん

跏か

像ぞ
う（

滝た
き
見み

観か
ん
音の
ん
）　　
　

一
躯

指　

定　

昭
和
三
十
八
年
三
月
二
十
日

所
在
地　

い
わ
き
市
小
名
浜
林
城
字
大
門

所
有
者　

禅
長
寺

室
町
時
代
・
応
永
十
七
年（
一
四
一
〇
）

像
高　

六
四
㎝

こ
の
観
音
菩
薩
は
、
滝
見
観
音
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
半
跏
像
と
は
左

足
を
ふ
み
下
げ
、
右
足
を
折
っ
て
そ
の
足
首
を
左
膝
に
乗
せ
て
坐
っ
た
像

を
い
う
。
本
像
は
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
盛
ん
に
画
題

に
選
ば
れ
た
滝
見
観
音
を
彫
刻
し
た
も
の
で
、
従
来
の
仏
像
と
は
趣
が
異

な
り
、
絵
画
的
・
鑑
賞
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
に
は
鎌

倉
市
東
慶
寺
の
木
造
水
月
観
音
像（
神
奈
川
県
指
定
）、
郡
山
市
中
田
町
駒

坂
観
音
堂
の
水
月
観
音
像（
県
指
定
）な
ど
が
あ
る
。

禅
長
寺
仏
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
る
本
像
は
、
右
手
を
右
斜
め
後
方
に
つ

き
、
左
手
を
膝
の
上
に
お
い
て
体
を
や
や
斜
横
に
倒
し
、
岩
座
の
上
に
半

跏
し
て
滝
を
眺
め
て
い
る
姿
で
あ
る
。

ご
尊
顔
は
や
や
面
長
な
豊
頬
で
、
可
愛
ら
し
く
美
し
い
。
細
い
切
れ
長

の
眼
に
は
玉ぎ
ょ
く

眼が
ん

が
入
っ
て
い
る
。
頭
の
宝ほ
う

髻け
い

は
高
く
宝ほ
う

冠か
ん

を
い
た
だ
き
、

胸
に
は
瓔よ
う

珞ら
く

を
付
け
て
い
る
。
膝
に
掛
か
る
衣
や
岩
座
に
長
く
複
雑
に
垂

ら
し
た
彫
り
の
浅
い
衣
に
は
、
土
紋
彩
色
に
よ
る
花
鳥
文
や
唐
草
文
が
盛

り
あ
げ
の
手
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
当
代
の
典
型
的
な
特
徴
が
み
ら
れ

る
。
光
背
は
雲
文
を
透
し
彫
り
に
し
、
化け

仏ぶ
つ

を
配
し
て
い
る
。

胎
内
に
造
像
銘
札
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。

（
表
面
墨
書
）　

西
方
仏
師　

備
後
律
師
院
尊
作
之

（
裏
面
墨
書
）　

応
永
第
十
七
年
正
月
十
三
日　

造
立
丁（
花
押
）

本
像
は
応
永
十
七
年（
一
四
一
〇
）一
月
十
三
日
に
仏
師
院い
ん

尊そ
ん

が
制
作
し

た
も
の
で
、当
時
の
典
型
的
な
様
式
手
法
を
示
し
、室
町
美
術
の
先
駆
的
役

割
を
な
す
作
品
と
し
て
美
術
史
上
重
要
で
あ
る
。ま
た
、当
時
禅
長
寺
が
鎌

倉
建
長
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、来
路
は
極
め
て
明
確
で
あ
る
。な

お
、当
寺
は
江
戸
時
代
初
期
に
大
覚
派
か
ら
妙
心
寺
派
に
転
派
し
た
。
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県指定重要文化財（彫刻）

木も
く

造ぞ
う

聖し
ょ
う

観か
ん

音の
ん

菩ぼ

薩さ
つ

坐ざ

像ぞ
う　
　
　

一
躯

指　

定　

昭
和
五
十
一
年
五
月
四
日

所
在
地　

い
わ
き
市
遠
野
町
上
遠
野
字
根
小
屋

所
有
者　

円
通
寺

室
町
時
代（
十
四
世
紀
）

像
高　

七
八
㎝

檜
材
寄
木
造
り
、
両
袖
先
と
膝
部
を
矧は

ぎ
合
せ
、
頭
部
は
首
柄
で
体

部
に
差
し
込
む
。
高
い
宝ほ
う

髻け
い

を
結
い
、
宝ほ
う

冠か
ん

、
首
と
胸
に
瓔よ
う

珞ら
く

を
付
け
、

玉ぎ
ょ
く

眼が
ん

を
入
れ
る
。
姿
勢
は
左
手
を
軽
く
結
ん
で
蓮れ
ん

華げ

の
蕾
を
も
ち
、
右

手
で
花
を
開
こ
う
と
す
る
通
例
の
像
容
と
な
っ
て
い
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
面
長
な
女
性
的
顔
貌
、
両
肩
を
被
っ
て
流
れ
る
柔
ら

か
い
衣え

文も
ん

の
表
現
と
、
そ
の
両
袖
、
裳も

裾す
そ

を
台
座
か
ら
垂
れ
る
垂す
い

下か

様よ
う

式し
き

に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勝
行
院（
常
磐
湯
本
町
）の
釈
迦
如
来
坐
像

（
県
指
定
）の
場
合
は
、
両
袖
先
を
直
接
長
く
垂
ら
し
、
裾
先
も
二
重
に
垂

下
す
る
が
、
こ
の
像
の
場
合
は
、
一
度
両
膝
に
か
け
て
裳も

懸か
け

座ざ

風ふ
う

に
垂
ら

し
、
裾
先
の
垂
下
も
短
く
一
重
に
な
る
新
し
い
様
式
を
示
す
。

ま
た
、
浄
智
寺（
鎌
倉
市
山
ノ
内
）の
過
去
・
現
在
・
未
来
を
象
徴
す
る
三

世
仏
像（
弥
陀
・
釈
迦
・
弥
勒
）や
、覚
園
寺（
鎌
倉
市
二
階
堂
）の
日
光
・
月
光
像

の
場
合
は
、
両
袖
先
の
垂
下
は
な
く
、
裳
裾
の
み
を
左
右
対
称
に
長
く
垂
ら

す
方
式
を
と
っ
て
い
る
か
ら
、垂
下
方
式
も
種
々
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

円
通
寺
は
、
大
同
二
年（
八
○
七
）徳
一
の
開
基
と
伝
え
ら
れ
、
永
享

十
二
年（
一
四
四
〇
）二
月
、
真
言
宗
願
行
流
佐
久
山
方
の
宥
徳
上
人
に
よ

り
再
建
さ
れ
、
土
地
の
豪
族
上
遠
野
大
炊
頭
の
庇
護
を
受
け
た
と
い
う
。

聖
観
音
は
こ
の
再
建
期
の
室
町
時
代
初
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
。
高
い

宝
髻
、
面
相
、
耳じ

朶だ

の
薄
い
造
り
、
台
座
な
ど
は
そ
の
時
代
の
特
徴
を
示

し
て
い
る
。

と
も
あ
れ
こ
の
聖
観
音
坐
像
は
、
北
関
東
の
仏
像
彫
刻
史
上
、
垂
下
様

式
の
一
つ
の
展
開
過
程
を
示
す
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
が
て
両

袖
先
だ
け
を
垂
下
す
る
相
応
寺（
安
達
郡
大
玉
村
）の
薬
師
如
来
坐
像（
宝
徳

四
年（
一
四
五
二
）四
月
）に
影
響
を
あ
た
え
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
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県指定重要文化財（彫刻）

木も
く

造ぞ
う

釈し
ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

坐ざ

像ぞ
う　
　
　

一
躯

指　

定　

昭
和
五
十
一
年
五
月
四
日

所
在
地　

い
わ
き
市
常
磐
湯
本
町
三
函

所
有
者　

勝
行
院

南
北
朝
時
代（
十
四
世
紀
）

像
高　

八
五
㎝

勝
行
院
を
開
山
し
た
円
鏡
は
寺
の
近
く
に
釈
迦
堂
を
建
て
、
堂
内
に
釈

迦
三
尊
を
安
置
し
た
。
こ
の
釈
迦
堂
は
寛
政
十
年（
一
七
九
八
）に
火
災
に

遭
い
、
文
化
年
間（
一
八
〇
四
～
一
八
）に
再
興
し
た
。
し
か
し
、
勝
行
院
が
戊

辰
の
役
で
焼
失
し
た
た
め
釈
迦
堂
を
移
し
、
一
時
勝
行
院
の
本
堂
と
し
た
。

釈
迦
如
来
坐
像
は
寄
木
造
り
の
漆し
っ

箔ぱ
く

で
、
玉ぎ
ょ
く

眼が
ん

を
入
れ
、
肉に
っ

髻け
い

は
低

く
小
さ
く
、
う
ず
ま
き
型
の
螺ら

髪ほ
つ

の
線
が
額
正
面
の
生
え
ぎ
わ
で
軽
く
カ

ー
ブ
す
る
。
面
貌
は
鼻
す
じ
が
と
お
り
、
口
元
は
引
き
締
ま
る
。

両
肩
か
ら
腹
部
に
流
れ
る
衣え

文も
ん

の
彫
刻
、
腹
帯
を
の
ぞ
か
せ
、
定
印
の

指
の
爪
先
を
長
く
伸
ば
す
な
ど
、
中
国
宋
風
の
影
響
を
強
く
反
映
し
た
、

鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
こ
と
に

特
徴
的
な
の
は
、
両
袖
先
と
裳も

裾す
そ

の
先
を
幅
広
く
長
く
垂
れ
る
垂す
い

下か

様よ
う

式し
き

に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
垂
下
様
式
は
中
国
宗
画
の
後
期
宋
朝
様
式

の
影
響
を
受
け
て
、
禅
宗
高
僧
の
肖
像
画
、
彫
刻
に
影
響
を
あ
た
え
、
特

に
鎌
倉
を
中
心
に
制
作
さ
れ
た
。
両
袖
先
と
裳
裾
を
直
接
垂
下
す
る
様
式

が
古
く
、
つ
い
で
台
座
の
上
で
矧
ぎ
合
わ
せ
た
裾
先
の
み
を
裳も

懸か
け

座ざ

風
に

垂
下
す
る
新
し
い
様
式
が
発
展
し
た
。
先
行
形
態
の
も
の
に
は
光
厳
寺

（
東
京
都
あ
き
る
野
市
）の
釈
迦
如
来
坐
像（
康
安
二
年（
一
三
六
二
）、法
印
運
朝
銘
、

像
高
五
一
・
五
㎝
）、
来
迎
寺（
神
奈
川
県
鎌
倉
市
）の
地
蔵
菩
薩
坐
像（
応
安
四

年
ヵ
、
絵
所
宅
間
掃
部
法
眼
浄
宏
作
、
像
高
一
〇
二
㎝
）な
ど
が
見
ら
れ
、
勝
行

院
の
釈
迦
像
は
前
者
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
。

光
厳
寺
の
釈
迦
像
同
様
猫
背
で
胸
幅
は
広
く
、
量
感
も
充
分
で
堂
々
と

し
て
お
り
、
南
北
朝
時
代
を
下
ら
な
い
制
作
年
代
と
思
わ
れ
る
。
飛
天
透

し
彫
り
の
光
背
、台
座
も
中
国
宋
風
を
模
倣
し
た
同
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

地
元
の
伝
承
で
は
、
運
慶
の
作
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
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県指定重要文化財（彫刻）

木も
く

造ぞ
う

阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

立り
ゅ
う

像ぞ
う　
　
　

一
躯

指　

定　

昭
和
五
十
九
年
三
月
二
十
三
日

所
在
地　

い
わ
き
市
四
倉
町
玉
山
字
牧
ノ
下

所
有
者　

恵
日
寺

鎌
倉
時
代
・
文
永
元
年（
一
二
六
四
）

像
高　

五
二
㎝

甚
光
山
恵
日
寺
は
真
言
宗
智
山
派
の
寺
で
、徳
一
の
開
基
と
伝
え
ら
れ
、

永
徳
年
間（
一
三
八
一
～
八
四
）に
甚
恵
が
中ち
ゅ
う

興こ
う

し
た
寺
院
で
あ
る
。
江
戸

時
代
に
は
二
〇
石
、
門
末
四
五
ヵ
寺
を
有
し
、
昭
和
二
十
年
に
本
堂
は
戦

災
に
遭
い
、
本
尊
で
あ
っ
た
大
日
如
来
も
共
に
焼
失
し
た
。
本
堂
が
再
建

さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
九
年
で
あ
っ
た
。

こ
の
阿
弥
陀
如
来
立
像
は
、
木
造
寄
木
造
り
の
漆し
っ

箔ぱ
く

像ぞ
う

で
、
八
角
形
の

台
座
に
立
ち
、
火か

焔え
ん

様よ
う

の
舟
形
光
背
を
負
っ
て
い
る
。
玉ぎ
ょ
く

眼が
ん

入
り
の
目

は
や
さ
し
く
、
ふ
く
よ
か
な
頬
は
慈
し
み
の
あ
る
御
尊
顔
で
あ
る
。

本
像
の
特
徴
は
胴
部
と
下
脚
部
が
別
々
に
造
ら
れ
、
下
脚
部
を
胴
部
に

差
し
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
衣え

文も
ん

を
写
実
的
に
表
現
す

る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
手
法
を
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

脚
部
の
内
側
前
部
に
花
押
が
あ
り
、
胴
部
の
内
側
背
部
に
「
奉
迎
年　

ハ
、
文
永
元
年
才
次
甲
子

八
月
十
五
日
、
公
慶
」
の
墨ぼ
く

書し
ょ

銘め
い

が
あ
る
。
文
永
元
年

（
一
二
六
四
）に
造
ら
れ
た
仏
像
で
、
在
銘
で
は
、
い
わ
き
市
内
最
古
の
仏

像
で
あ
る
。

な
お
本
像
は
、
承
応
三
年（
一
六
五
四
）会
津
の
桂
林
寺
の
僧
、
単
誉
が

恵
日
寺
に
寄
進
し
た
も
の
で
あ
り
、
胎
内
に
は
一
三
枚
の
印
仏
が
納
め
ら

れ
て
い
た
。
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県指定重要文化財（彫刻）

木も
く

造ぞ
う

薬や
く

師し

如に
ょ

来ら
い

坐ざ

像ぞ
う　
　
　

一
躯

指　

定　

昭
和
五
十
九
年
三
月
二
十
三
日

所
在
地　

い
わ
き
市
小
名
浜
住
吉
字
新
町

所
有
者　

保
福
寺

鎌
倉
時
代
・
正し
ょ
う

中ち
ゅ
う

三
年（
一
三
二
六
）

像
高　

七
二
・
八
㎝

保
福
寺
の
薬
師
如
来
坐
像
は
、
木
造
寄
木
造
り
の
漆し
っ

箔ぱ
く

像ぞ
う

で
、
柔
和
な

顔
容
を
示
し
て
い
る
玉ぎ
ょ
く

眼が
ん

入
り
の
像
で
あ
る
。
胎
内
に
は
薬
師
小
咒
の

種し
ゅ

子じ
（
梵
字
）や
、「
□
□
三
年
丙
寅
卯
月
二
十
八
日
比
丘
善
来
生
年
七
十

□
」の
朱し
ゅ

書し
ょ

銘め
い

が
あ
り
、ま
た「
檀
那
隆
連　

比び

丘く

善ぜ
ん

来ら
い

造
立
」「
仏
子
院
誉
」

の
墨ぼ
く

書し
ょ

銘め
い

、応
永
二
十
一
年（
一
四
一
四
）の
修
理
銘
が
あ
る
。檀だ
ん

那な

隆
連
は
、

暦
応
三
年（
一
三
四
〇
）の
岩
崎
隆
連
女
子
弟
熊
訴
状（
岡
本
氏
文
書
）に
よ
る

と
、「
岩
崎
郡
内
金
谷
・
津
々
良（
綴
）・
秋
山
・
後
田（
御
殿
）・
高
坂
・
輪

蔵（
宮
町
地
内
）」
と
記
さ
れ
、
六
ヵ
村
の
地
頭
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
仏
子
」

は
「
仏
師
」
で
あ
る
。

仏
師
院
誉
は
慶
珊
寺（
横
浜
市
金
沢
区
）の
十
一
面
観
音
像
の
胎
内
銘
に

「
正し
ょ
う

慶き
ょ
う

元
年（
一
三
三
二
）、
院
恵
子
院
誉
」
と
あ
り
、
当
時
東
国
に
進
出

し
て
き
た
院
派（
七
条
大
宮
仏
所
系
）の
仏
師
院
恵
の
子
で
、
鎌
倉
に
お
い
て

父
と
と
も
に
活
躍
し
て
い
た
が
、
磐
城
に
お
い
て
も
造
仏
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

「
□
□
三
年
丙
寅
」
は
、
指
定
当
時
「
文
永
三
年（
一
二
六
六
）丙
寅
」
と

考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
惣
善
寺（
常
磐
湯
本
町
）の
本
尊
阿
弥
陀
如
来
坐
像

（
県
指
定
）の
銘
文
「
建
武
弐
年（
中
略
）比
丘
善
来
春
秋
七
十
九
」
の
記
事

か
ら
、
正
中
三
年（
嘉か
暦
り
ゃ
く
元
年
・
一
三
二
六
）と
確
定
し
た
。

保
福
寺
は
住
吉
城
主
小
川（
北
郷
氏
）刑
部
大
輔
の
開
基
に
な
る
と
い
う
。

小
川
刑
部
は
、始
め
北
郷
館（
内
郷
内
町
）の
城
主
で
、文
禄
五
年（
一
五
九
六
）

に
住
吉
舘
に
移
っ
た
と
い
う
。
本
像
は
正
中
三
年（
一
三
二
六
）小
川
氏
の

祖
で
あ
る
岩
崎
隆
連
に
よ
っ
て
北
郷
の
保
福
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
と
き
に
小
川
氏
が
住
吉
へ
移
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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県指定重要文化財（彫刻）

木も
く

造ぞ
う

阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

坐ざ

像ぞ
う　
　
　

一
躯

指　

定　

昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日

所
在
地　

い
わ
き
市
常
磐
湯
本
町
三
函

所
有
者　

惣
善
寺

南
北
朝
時
代
・
建
武
二
年（
一
三
三
五
）

像
高　

四
一
・
六
㎝

こ
の
像
の
脚
部
と
体
幹
部
の
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
銘
文
が
あ
り
、
脚
部
裏
に

は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

□
□（
元
徳
）二
年
庚
午
十
二
月
□
廿
□
日
□
比
丘
善
来
七
十
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
秋
七
十
九

建
武
貳
年
乙
亥
正
月
廿
四
定日

比
丘
善
来
需
識

□
□
□
七
十
九　
　
　

是時

性
浅
□
□
衛
門

（
降
連
力
）

□
□

元
徳
二
年
辛（マ
マ
）未

十
二
月
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

銘
文
か
ら
こ
の
像
は
、
建
武
二
年（
一
三
三
五
）に
完
成
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
元
徳
二
年（
一
三
三
〇
）は
、
こ
の
像
の
造
立
を
発
願
し
た

年
か
、あ
る
い
は
造
立
に
着
手
し
た
年
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お「
比

丘
善
来
」
は
、
保
福
寺（
小
名
浜
住
吉
）の
薬
師
如
来
坐
像（
県
指
定
）等
の
銘

文
中
に
も
み
ら
れ
る
銘
で
あ
る
。

左
手
を
膝
上
に
お
き
、
右
手
を
胸
前
に
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
、二
指

頭
を
捻
じ
、
右
足
を
上
に
し
て
結け
っ

跏か

趺ふ

坐ざ

す
る
。
構
造
は
頭
体
幹
部
を
通

し
て
前
後
に
二
材
を
矧は

ぎ
、
像
底
は
上
底
式
に
つ
く
る
。
三さ
ん

道ど
う

下
を
通
る

線
で
前
後
材
と
も
頭
部
を
割
矧は

ぐ
。
両
肩
先
よ
り
地
付
ま
で
通
し
て
堅
に

各
一
材
を
体
側
に
矧
ぎ
、
脚
部
は
横
に
一
材
を
矧
ぐ
。
両
手
首
を
各
袖
口

に
挿
し
込
み
矧
と
す
る
。

両
手
首
よ
り
先
は
後
補
で
、
両
手
袖
口
部
の
材
を
欠
失
し
、
面
部
に
は

焼
損
も
み
ら
れ
る
。『
石
城
郡
誌
』
に
よ
る
と
、
安
永
八
年（
一
七
七
九
）と

明
治
の
戊
辰
戦
争
の
二
度
災
害
を
受
け
て
い
る
。
像
の
損
傷
は
、
こ
れ
ら

の
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
両
頬
の
肉
付
き
は
豊
か
で
ひ
き
し
ま
り
、

衣え

文も
ん

の
彫
出
も
太
く
、
力
強
い
造
形
を
と
ど
め
て
い
る
。
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県指定重要文化財（彫刻）

木も
く

造ぞ
う

明み
ょ
う

王お
う

形が
た

立り
ゅ
う

像ぞ
う　
　
　

一
躯

指　

定　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

所
在
地　

い
わ
き
市
勿
来
町
酒
井
出
蔵

所
有
者　

出
蔵
寺

平
安
時
代
中
期（
十
世
紀
）

像
高　

一
五
〇
・
八
㎝

出
蔵
寺
は
大
桜
山
蔵
王
院
出
蔵
寺
と
称
す
る
、
真
言
宗
智
山
派
の
寺
院

で
あ
る
。

本
像
は
、
磐
城
三
十
三
観
音
十
番
札
所
・
出
蔵
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
て

い
る
。
一
面
八は
っ

臂ぴ

で
、
山
形
に
髪
を
逆
立
て
た
怒ど

髪は
つ

を
あ
ら
わ
す
。
や
や

右
上
方
を
向
い
た
面
貌
は
両
眼
を
見
開
き
、
口
を
閉
じ
、
牙
を
の
ぞ
か
せ
、

怒
り
の
表
情
を
あ
ら
わ
に
し
た
姿
を
み
せ
て
い
る
。
左
肩
よ
り
条じ
ょ
う

帛は
く

を

か
け
裳も

を
ま
と
い
、
や
や
左
足
を
踏
み
出
し
、
腰
を
右
に
捻
じ
て
立
つ
。

八
臂
は
全
て
失
わ
れ
、
ま
た
両
足
首
か
ら
先
は
欠
失
し
て
い
る
。
眼
は
彫

眼
、
幅
広
の
天て
ん

冠か
ん

台だ
い

を
彫
出
し
、
現
状
は
素
地
を
あ
ら
わ
す
。

構
造
は
頭
体
を
通
し
て
一
材
で
彫
出
さ
れ
た
一
木
造
り
で
、
内う
ち

刳ぐ

り
は

施
さ
れ
て
い
な
い
。
胸
部
と
腹
部
は
厚
み
が
あ
り
体
躯
の
奥
行
き
も
十
分

で
、
量
感
に
富
ん
だ
造
形
感
覚
を
み
せ
て
い
る
が
腰
部
以
下
は
摩
滅
の
た

め
や
や
量
感
を
損
な
っ
て
い
る
。
荒
々
し
く
重
厚
な
造
形
は
平
安
前
期
の

作
風
を
思
わ
せ
る
が
、
造
立
年
代
は
十
世
紀
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
出
蔵
寺
か
ら
分
離
し
た
蔵ざ

皇お
う

神じ
ん

社じ
ゃ

に
伝
わ
る
木も
く

造ぞ
う

金こ
ん

剛ご
う

夜や

叉し
ゃ

明み
ょ
う

王お
う

立り
ゅ
う

像ぞ
う（
県
指
定
）と
同
様
に
、
本
像
も
そ
の
技
法
と
作
風
か
ら
在
地

で
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
本
像
は
、
そ
の
像
容
か
ら
明
王
と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ

る
。
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県指定重要文化財（彫刻）

木も
く

造ぞ
う

虚こ

空く
う

蔵ぞ
う

菩ぼ

薩さ
つ

坐ざ

像ぞ
う　
　
　

一
躯

指　

定　

平
成
十
五
年
三
月
二
十
五
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
下
高
久
字
志
農
田

所
有
者　

虚
空
蔵
堂
奉
賛
会

鎌
倉
時
代
後
期
～
南
北
朝
時
代

像
高　

八
六
・
二
㎝

下
高
久
志
農
田
の
虚
空
蔵
堂
は
、
真
言
宗
に
属
す
る
満
願
寺
境
内
の
堂

宇
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
明
治
初
年
に
廃
寺
と
な
り
、
堂
宇
だ
け
が
残
り

現
在
に
至
っ
て
い
る
。

堂
内
に
安
置
さ
れ
て
い
る
木
造
虚
空
蔵
菩
薩
坐
像
は
、
単た
ん

髻け
い

を
結
び
、

大
き
な
木
製
の
五
山
宝
冠
を
い
た
だ
く
。宝
冠
は
前
面
部
を
別
材
で
彫
り
、

頭
部
に
載
せ
、
背
面
部
は
本
体
か
ら
彫
出
さ
れ
て
い
る
。
天て
ん

衣ね

、
条じ
ょ
う

帛は
く

を
か
け
、
裳も

を
ま
と
う
。
右
手
は
胸
前
に
か
ま
え
剣
を
持
ち
、
左
手
の

掌た
な
ご
こ
ろ

の
上
に
宝
珠
を
載
せ
、
右
足
を
上
に
し
て
蓮れ
ん

華げ

座ざ

上
に
結け
っ

跏か

趺ふ

坐ざ

す
る
。
両
耳
後
と
体
側
を
通
る
線
で
頭
体
幹
部
を
通
し
て
前
後
に
二
材
を

矧
ぎ
合
せ
た
寄
木
造
り
の
構
造
で
、
眼
は
彫
眼
と
す
る
。
ま
た
三
道
、
頭

髪
を
彫
出
す
る
。

現
存
す
る
修
理
銘
札
に
よ
り
、
本
像
は
享
保
元
年（
一
七
一
六
）に
修
理

さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
銅
製
の
大
振
り
な
宝
冠
と
胸
飾
り
、
さ
ら
に
木

製
宝
冠
の
前
面
部
、
ま
た
両
手
指
先
の
一
部
、
両
手
持
物
、
彩
色
は
こ
の

時
の
補
修
と
思
わ
れ
る
。

本
像
は
髻
も
と
ど
り

が
大
き
く
、
充
実
し
た
面
貌
を
現
し
、
ま
た
胸
・
腹
部
も

奥
行
き
の
あ
る
重
厚
な
造
形
が
認
め
ら
れ
る
。
全
体
に
や
や
地
方
的
な
作

風
が
み
ら
れ
、
在
地
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
虚

空
蔵
信
仰
の
広
ま
り
を
物
語
る
作
例
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
造
立
は
鎌
倉

時
代
後
期
、
あ
る
い
は
南
北
朝
時
代
に
入
る
と
思
わ
れ
る
。
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県指定重要文化財（工芸品）

木も
く

造ぞ
う

扁へ
ん

額が
く

「
普ふ

門も
ん

山ざ
ん

禅ぜ
ん

長ち
ょ
う護ご

国こ
く

禅ぜ
ん

寺じ

」「
海か
い

會え

」　　
　

二
面

指　

定　

昭
和
二
十
八
年
十
月
一
日

所
在
地　

い
わ
き
市
小
名
浜
林
城
字
大
門

所
有
者　

禅
長
寺

安
土
桃
山
時
代
・
天
正
七
年（
一
五
七
九
）

普
門
山
額　

縦　

四
六
・
二
㎝
、
横　

八
〇
・
五
㎝

海
會
額　

縦　

三
四
・
〇
㎝
、
横　

五
六
・
一
㎝

普
門
山
禅
長
寺
は
、
磐
城
に
お
け
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
名め
い

刹さ
つ

で
、
大

同
二
年（
八
○
七
）徳
一
の
開
基
と
伝
え
ら
れ
る
。
文
永
年
間（
一
二
六
四
～

七
五
）遠
峰
禅
師
が
中ち
ゅ
う

興こ
う

し
、
弘
安
年
中（
一
二
七
八
～
八
八
）に
は
亀
山
上

皇
の
勅
願
所
と
の
伝
承
が
あ
る
。
ま
た
天
正
七
年（
一
五
七
九
）七
月
に
は

正お
お

親ぎ

町ま
ち

天て
ん

皇の
う

の
勅
願
所
と
な
り
、
江
戸
時
代
は
朱
印
地
三
〇
石
を
有
し
、

多
く
の
末
寺
を
擁
し
て
、
門
前
に
下げ

乗じ
ょ
う

の
牌
を
か
か
げ
て
い
た
。
ま
た

中
世
に
は
、
鎌
倉
の
建
長
寺
と
は
本
末
関
係
に
あ
っ
た
。

木
造
扁
額
の
一
は
「
普
門
山　

禅
長
護　

国
禅
寺
」
と
三
字
ず
つ
三
行

に
彫
ら
れ
、
額
縁
は
比
較
的
簡
素
で
あ
る
。
そ
の
二
は
「
海
會
」
と
横
に

檜
板
に
彫
ら
れ
、
文
字
は
漆し
っ

箔ぱ
く

押
で
あ
る
。
額
縁
は
天
地
に
雲
竜
、
左
右

は
雲
文
の
彫
刻
が
あ
っ
て
重
厚
で
あ
る
。
両
額
の
文
字
は
と
も
に
正
親
町

天
皇
の
宸し
ん

筆ぴ
つ

で
あ
る
。

正
親
町
天
皇
宸
筆
に
よ
る
寺
号
書
の
下か

腸し

は
天
正
七
年（
一
五
七
九
）で
、

禅
長
寺
住
持
は
育
芳
正
頤
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
住
職
の
位
牌
裏
に

あ
る
次
の
刻
銘
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
山
開
基
特
賜
勅
願
処
宸
翰
護
国
海
会
之
華
額　

並
諸
刹
位
之
徴
命
者

也
。
惟
時
天
正
七
稔
己
卯
仲　

冬
念
有
八
日　

見
住
育
芳
正
頤

ま
た
勅
願
寺
に
つ
い
て
は
、
正
親
町
天
皇
の
綸り
ん

旨じ

が
あ
る
。

奥
州
岩
崎
郡
普
門
山
禅
長
寺
事
、
任
先
規
、
可
被
属
諸
山
之
位
、
殊
勅

願
地
之
上
者
、
可
奉
祈
叡
算
万
安　

宝
祚
延
長
者
也
、
仍
綸
命
如
件
、

天
正
七
年
七
月
十
二
日　
　

右
中
弁（
花
押
）

前
建
長
寺
正
頤
和
尚
禅
室
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県指定重要文化財（工芸品）

銅ど
う

製せ
い

鰐わ
に

口く
ち　
　
　

一
口

指　

定　

昭
和
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
田
人
町
黒
田
字
別
当

所
有
者　

満
照
寺

南
北
朝
時
代
・
明
徳
二
年（
一
三
九
一
）

径　

一
九
・
七
㎝
、
厚
さ　

七
・
三
㎝

鰐
口
は
神
社
・
仏
閣
の
堂
前
に
つ
る
す
金
属
製
の
梵
音
具
で
あ
る
。
扁

円
形
の
中
空
で
、
下
方
に
横
長
の
口
が
あ
る
の
で
そ
の
名
が
あ
る
。
鰐
口

の
前
に
は
布
で
編
ん
だ
綱
を
つ
る
し
下
げ
、
参
詣
者
が
綱
を
振
り
動
か
し

て
打
ち
鳴
ら
す
。

こ
の
鰐
口
は
青
銅
製
小
型
で
、
表
面
外
周
の
右
側
に
「
羽
黒
山
満
照
寺

法
印
宥
保
開
山
」、
左
側
に
「
明
徳
二
年
辛
未
年
」
と
刻
銘
が
あ
り
、
そ

の
中
央
に
は
型
式
化
し
た
蓮れ
ん

華げ

文も
ん

の
撞つ
き

座ざ

が
あ
る
。

田
人
町
黒
田
に
は
円
通
寺（
上
遠
野
）の
末
寺
、
羽
黒
山
満
照
寺
が
唐
沢

に
あ
り
、
ま
た
、
別
当
に
は
同
じ
く
円
通
寺
の
末
寺
で
あ
る
明
王
山
大
聖

寺
が
あ
っ
た
。
大
聖
寺
は
、
村
内
の
御
斎
所
熊
野
権
現
の
別
当
も
兼
ね
て

い
た
。
両
寺
は
明
治
初
年
に
合
併
し
て
明
王
山
大
聖
寺
か
ら
山
号
を
、
羽

黒
山
満
照
寺
か
ら
寺
号
を
と
っ
て
、
新
寺
を
明
王
山
満
照
寺
と
改
称
し
、

別
当
の
大
聖
寺
跡
に
建
立
し
た
。

こ
の
鰐
口
は
、
明
徳
二
年（
一
三
九
一
）に
法
印
宥
保
が
羽
黒
山
満
照
寺

を
開
山
し
た
こ
と
を
示
す
、
室
町
初
期
の
作
と
し
て
重
要
で
あ
る
。


